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第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実
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〇 求人者マイページを活用したオンラインでの求人受理を進めるとともに、求人者に対する求人条件緩和や魅力ある求人票作成の支援、事
業所情報をきめ細かく収集するなど求人充足に向けたサービスを実施

＜今年度の取組＞

・事業所訪問により得た写真や情報を事業所訪問レポートとしてハローワーク内に掲示するほか、事業所情報セミナーの開催や

コミュニケーションアプリ（LINE）を活用した求職者へのPRを拡充【①】

・求人条件緩和や魅力ある求人票作成の支援のため、求人者向けのセミナーを実施

・ハローワーク高松において、地域経済を支える主要産業として「製造業」、「卸売・小売業」「宿泊・飲食サービス業」の３分野を

対象に充足支援を行う課題解決チーム（人材マッチングサポートチーム）を新たに設置し、きめ細かな人材確保コンサルティングなど

を実施【②】【③】

【12月末現在 求人充足数 9,727件】（前年度同時期：10,444件）

＜今後の取組（来年度に向けた方針）＞

・上期に引き続き、事業所訪問による情報収集、求人条件緩和や魅力ある求人票作成等の求人充足に向けたサービスを積極的に実施

・人材マッチングサポートチームについては、人材確保コンサルティングによる求人充足に重点を置きつつ、近隣ハローワークとも

連携し県内の求人充足支援のパフォーマンスを向上【求人充足率の令和８年度目標：18.3％】

【①】事業所PRシート

第２ 企業の人材確保に向けた支援
１ 中小企業等に対する人材確保の支援

【②】人材マッチングサポートコーナー
【③】ハローワーク高松における「製造」「卸売・小売業」

「宿泊・飲食サービス業」３分野の求人充足率



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（２）人材確保対策コーナー等における人材確保支援
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〇 雇用吸収力の高い分野（医療・介護・保育・建設・運輸・警備分野）へのマッチング支援を強化するため、ハローワーク高松の「人材確
保対策コーナー」や県内ハローワークにおいて、積極的な潜在求職者の掘り起こし、職業相談及び求人充足サービスを重点的に実施

〇 各分野の関係団体及び地方公共団体との連携強化を図るため、「香川県人材確保対策推進協議会」（以下「人材確保協議会」という。）
を開催し、関係団体同士のネットワークの構築と連携した人材確保に資する取組を協議

＜今年度の取組＞

・人材確保対策コーナーにおいて、雇用吸収力の高い分野にかかる支援対象求人及び求職者に対する重点的なマッチング支援を実施すると

ともに、医療・介護・保育分野に対しては集中的に事業所訪問等による充足対策を実施【①】

・人材確保協議会において策定した取組計画に沿ってセミナーや合同就職面接会などのイベントを着実に実施【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・人材確保対策コーナーにおける重点的なマッチング支援を継続するとともに、県内ハローワークにおいて、医療・介護・保育分野の事業

所への積極的な事業所訪問等を通したアウトリーチ支援を実施

・各分野の関係団体及び関係行政機関との連携を深め、既存の取組の拡充及び新たな取組を検討し確実に実施

第２ 企業の人材確保に向けた支援
１ 中小企業等に対する人材確保の支援

【①】人材確保対策コーナー実施状況（１月末現在） 【②】関係団体等と連携した人材確保のイベント（一例）



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（１）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援
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〇 非正規雇用労働者の処遇改善や正社員（多様な正社員を含む）への転換に取り組んだ事業主に対して支援を行うキャリアアップ助成金に
ついて、「年収の壁・支援強化パッケージ」として、年収の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするために新設した「社会
保険適用時処遇改善コース」のほか、「正社員化コース」、「賃金規定等改定コース」をはじめとした各コースの周知、活用勧奨を実施

〇 「香川働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口やコンサルティング、セミナーの実施などと連携し、非正規雇用労働
者の処遇改善や短時間正社員制度の導入等に向けたきめ細かな支援を実施

〇 「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載されている好事例の事業主及び労働者に対する周知により、非正規雇用労働者の処遇改善に係
る事業主の取組機運を醸成

＜今年度の取組＞

・報告徴収、説明会等においてキャリアアップ助成金を周知し、助成金の支給を通じ非正規雇用労働者の処遇改善等を支援【①】

・企業担当者が集まる説明会等において、香川働き方改革推進支援センターによる支援を周知し、利用を勧奨【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、局、署所が一体となり、労働局の支援策にかかる広報を展開

第２ 企業の人材確保に向けた支援
２ 非正規雇用労働者への支援

【①】キャリアアップ助成金申請件数 【②】働き方改革推進支援センター事業の活動状況（１月末現在）

実施内容 実施件数

相談（来所・電話・メール） 449件

コンサルティング
（オンラインを含む）

323件

セミナーの開催 28件

コース名 令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

正社員化コース 410件 610件

障害者正社員化コース 2件 ４件

賃金規定等改定コース 25件 28件

賃金規定等共通化コース 1件 ０件

賞与・退職金制度導入コース 11件 ８件

社会保険適用時処遇改善コース
（令和８年３月31日まで）

53件 36件

短時間労働者労働時間延長支援コース
（令和７年７月１日新設）

― 33件



（１）教育訓練給付等による労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進
（２）労働者のキャリア形成やリ・スキリングの取組を促すための相談支援事業等の拡充
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〇 令和７年10月に施行された、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に訓練期間中の生活費を支援する教育訓練
休暇給付金や、雇用保険被保険者以外の者に対して教育訓練費用と生活費を融資する新たな融資制度（リ・スキリング等教育訓練支援融
資）を周知

〇 労働者の主体的なリ・スキリングによる能力向上支援の充実に向け、企業や学校に対する支援拠点として、高松市に「キャリア形成・リ
スキリング支援センター」を設置するとともに、県内全てのハローワークにも専門の相談コーナーを設置し、リ・スキリングに取り組む方
へのジョブ・カード作成支援及び労働市場や職業・教育訓練等に関する情報を活用したキャリアコンサルティングを実施

＜今年度の取組＞

・各種教育訓練給付金制度や新たな融資制度について、関係団体への周知依頼、制度概要等のHP掲載及び各安定所で周知・広報を実施

・キャリアコンサルティング相談件数：1,208件 ジョブ・カード作成件数：1,739件 ジョブ・カード作成支援セミナー開催回数：101回

（１月末現在）

・40代後半以降の中高年齢層を対象としたセミナー「中高年齢労働者の経験交流・キャリアプラン塾」への参加勧奨

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、教育訓練給付制度と新たに施行された「教育訓練休暇給付金」及び「リ・スキリング等教育訓練支援融資」について局、所一
体となっての広報・周知を展開

・引き続き、局、所、キャリア形成・リスキリング支援センターが一体となり、労働者の主体的なキャリア形成及びリスキリングを促進す
るためのキャリアコンサルティングを推進

【①】教育訓練給付金受給者数の推移

令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

一般教育訓練 511人 398人

専門実践教育訓練 269人 217人

特定一般教育訓練 27人 41人

【②】令和７年度（１月末現在）一般教育訓練給付受給者の訓練内容（特定一般教育訓練を含む）

輸送・機械運転関係
（大型自動車免許・フォークリフト等）

医療・社会福祉・保健衛生関係
（介護福祉士・介護初任者研修等）

技術関係
（電気工事士・自動車整備士等）

専門的サービス関係
（キャリアコンサルタント・社会保険労務士等）

営業・販売関係
（宅建・調理師等）

事務関係
（TOEIC・簿記等）

情報関係及びその他
（ITパスポート）
（大学院等）

第２ 企業の人材確保に向けた支援
３ リ・スキリングによる能力向上支援・ジョブ型人事の導入



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（３）求職者支援制度の活用促進

（４）公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援
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〇 求職者支援制度の活用促進と訓練受講者の就職率の向上を図り、雇用保険を受給できない者の安定した職業への再就職を促進【①】

〇 訓練受講者の状況に応じた効果的な就職支援によるマッチングの向上を積極的に推進

〇 デジタル推進人材が質・量ともに不足し、都市圏への偏在といった課題を解決するため、職業訓練におけるデジタル分野の拡大を推進
＜今年度の取組＞

・ホームページ、SNS等による求職者支援制度の周知広報を実施するとともに、求職者へ適切な受講あっせんを実施

・訓練受講者の早期就職を促進するために、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・伴走型支援を実施するとともに、
訓練修了生歓迎求人の開拓に新たに取り組み、支援を強化【②】

・デジタル分野の資格取得や、企業実習付コースへの訓練委託費の上乗せ措置に加え「DX推進スキル標準」に対応したコースに対する委

託費の上乗せ措置を周知し、関係機関と連携した訓練実施機関へのコース設定を勧奨

・求職者に対する訓練実施機関によるデジタル分野のコース説明会をオンラインにて開催【③】【④】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、求職者支援制度の周知・広報の実施等による雇用保険を受給できない者の安定した職業への再就職のための支援を実施

・職業訓練受講者確保のため、求職申込みの段階で、職業訓練という選択肢を能動的に案内

・就職率が低い訓練分野について、訓練受講生と求人事業所のマッチングの機会を設け、就職支援を強化

【①】求職者支援制度のご案内

第２ 企業の人材確保に向けた支援
３ リ・スキリングによる能力向上支援・ジョブ型人事の導入

【②】訓練修了生歓迎求人リーフレット 【③】訓練コース説明会 【④】デジタル分野訓練オンライン説明会参加者数



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（５）人材開発支援助成金による人材育成の推進
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〇 企業内での人材育成を支援する人材開発支援助成金「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」について、労働局、
ハローワークにおいて事業所への活用勧奨を実施

＜今年度の取組＞

・窓口でのリーフレットの手交や事業所訪問に加え、企業説明会、就職面接会に参加している企業のブースを訪問し、活用勧奨を実施【①】

・社会保険労務士会主催の年度更新説明会に出席し、社会保険労務士会会員に対して事業所への周知依頼を実施

・高松商工会議所主催の国・県・市の制度・補助金等説明会に出席し、会員企業に対して人材開発支援助成金について説明

【人材開発支援助成金の計画届受理件数 283件（前年度比163件増、１月末現在）【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、労働局、ハローワークにて人材開発支援助成金の活用勧奨に取り組み、人材育成の更なる推進

第２ 企業の人材確保に向けた支援
３ リ・スキリングによる能力向上支援・ジョブ型人事の導入

【②】計画届受理件数（同期比較、１月末現在）【①】人材開発支援助成金



（４）地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援
（５）都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援
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〇 地方公共団体の首長と労働局長における「雇用対策協定」の締結により各種雇用対策の実施について連携（令和８年１月末現在：香川県、
観音寺市、三豊市、東かがわ市、坂出市及び小豆地域（土庄町、小豆島町）と締結済）

〇 東京圏及び大阪圏を中心に、香川県内での就職を希望する方にハローワークの全国ネットワークを活用した職業紹介や生活関連情報の提
供等を一体的に行うとともに、求職者の希望を踏まえた効果的な誘導を行い、個人のニーズに応じた支援を実施

＜今年度の取組＞

・国と市が共同で運営する「ふるさとハローワーク」（善通寺市）について、求人情報の提供及び職業相談・職業紹介等の継続実施

・雇用対策協定に基づき、小学生や保護者を対象とした地元企業の認知向上と職業理解を深めるため、「おしごと教室」を開催（観音寺

市、坂出市）【③】

・過疎化が進む小豆地域における地域の特性を活かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための取り組みを地域

の関係機関とハローワークが協働実施する「島ワークプロジェクト（地域雇用活性化推進事業）」の活動を発展的に再開

・東京、大阪で開催された香川県主催の移住フェアにおいて、職業相談ブースを設け、ハローワークの職員２名を派遣し、移住希望者に

対して職業相談等を実施【④】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・雇用対策協定を未締結の自治体との新たな連携や協定締結を推進するとともに、若者の県外流出や移住に伴う就職支援など地域課題に

対応した取り組みを実施【①】【②】

【①】雇用対策協定概要

第２ 企業の人材確保に向けた支援
４ 成長分野等への労働移動の円滑化

【②】雇用対策協定締結式 【③】おしごと教室 【④】香川県移住フェアin大阪（11月16日）



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（１）高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等

11

〇 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高齢者の処遇改善を行う企業への支援を実施

〇 高年齢者のニーズを踏まえた職業生活の再設計に係る支援や効果的なマッチング支援を実施

＜今年度の取組＞

・70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、65歳を超える定年引上げ、継続雇用制度の導入等に向け、事業所訪問時やハ
ローワークの窓口にて、リーフレットを配布【①】【②】

・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構における各種支援（65歳超雇用推進助成金、70歳雇用推進プランナーによる支援、高年齢者雇用
アドバイザーによる相談サービス）について、ハローワーク等にて周知を実施するとともに、ハローワーク職員も同行する企業訪問を実施

・県内4か所のハローワーク（高松・丸亀・坂出・観音寺）に設置する「生涯現役支援窓口」において、高年齢者求職者（概ね60歳以上の
者）等を対象に、高年齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計支援や生涯現役支援チームによるマッチング支援を実施【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・年齢にかかわりなく活躍出来るよう、高齢者雇用施策の更なる周知・啓発に取り組む

・高年齢者のニーズを踏まえた職業生活の再設計に係る支援や、効果的なマッチング支援を実施

【①】「65歳超雇用推進助成金のご案内」・「高年齢者就業確保措置」

第２ 企業の人材確保に向けた支援
５ 多様な人材の活躍促進

【②生涯現役支援窓口での65歳以上の就職支援状況（12月末現在）



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（２）障害者の就労促進

〇 法定雇用率のさらなる引き上げを踏まえた障害者雇用の気運醸成、民間企業への指導・支援の強化

〇 中小企業を中心とした障害者雇用の経験やノウハウが不足している企業への支援

＜今年度の取組＞

・労働局職員や障害者雇用に積極的な企業担当者が、法定雇用率未達成企業等に対し、障害者雇用の進め方やノウハウを紹介する事業主向
けシンポジウムを開催【①】
・「もにす」認定通知書交付式にあわせて、局長と認定企業による公開対談を実施。取組内容や工夫のポイントを発信することで、障害者
雇用のロールモデルとして地域への認知を促進【②】
・ハローワークによる企業訪問を通じ、法定雇用率未達成企業等に対し障害者雇用の必要性や支援制度を説明し、雇用促進を指導・支援
＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・法定雇用率未達成企業への個別支援を強化するとともに、令和８年７月の雇用率引き上げにより新たに雇用が必要となる事業主をリスト
化し、優先支援対象企業への周知を重点的に実施
・あらゆる会議等の機会を活用し、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターとの情報共有を密にするととも
に、香川県が今年度開始した障害者雇用・定着支援事業を活用し、関係機関との連携による障害者雇用を促進【③】

【①】事業主向けワークショップ案内

第２ 企業の人材確保に向けた支援
５ 多様な人材の活躍促進

【③】障害者の就職件数【②】「もにす」認定通知書交付式や局長との対談の様子

12



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（３）外国人求職者等への就職支援

13

〇 外国人留学生等に対する相談支援の実施

〇 ハローワーク等における多言語相談支援体制の整備

〇 外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施

＜今年度の取組＞

・しごとプラザ高松における「留学生コーナー」を中心に、就職準備に向けたガイダンス、説明会・面接会の実施【①】

・ハローワーク高松の外国人雇用サービスコーナーに通訳員１名を配置し、職業相談を実施（毎週火曜日：午後、木曜日：午前）

また、ハローワーク高松・丸亀・坂出・観音寺、しごとプラザ高松において「多言語機能音声翻訳機器」の活用

・年度当初に「事業所訪問指導に係る計画」を策定し、事業所に対して外国人雇用管理に関する助言・援助等を実施【②】

・オンラインで毎月受講可能となった外国人労働者雇用労務責任者講習の受講勧奨により、外国人労働者の適正な雇用管理を推進

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・事業所向けの雇用管理セミナーの実施や、事業所訪問による適正な雇用管理状況の確認・改善の助言等を実施【③】

【①】「外国人留学生のみなさんへ」
香川労働局独自リーフレット

第２ 企業の人材確保に向けた支援
５ 多様な人材の活躍促進

【③】外国人雇用事業所訪問（指導）実施状況（12月末現在）【②】「外国人を雇用する事業主の皆さまへ」



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等（４）就職氷河期世代を含む中高年層へ向けた就労支援
（５）地域若者サポートステーションにおける若年無業者等への就労支援
（６）新卒応援ハローワーク等における多様な課題を抱える新規学卒者等への支援

14

〇 各ハローワークにおいて、就職氷河期世代を含む中高年層（ミドルシニア）の不安定就労者・無業者を対象として、キャリアコンサルティ
ング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイスなど、安定した雇用の実現等に向けた支援を実施【①】【②】
〇 県内２か所に設置する地域若者サポートステーションでは、就労に当たって様々な課題を抱える若年無業者や40代・就職氷河期世代の職
業的自立に向けた各種プログラムや職場定着のための支援メニューを実施
〇 新規学卒者において、未就職のまま卒業する学生及び生徒（以下「学生等」という。）や、就職活動に当たり特別な支援を要する新規学卒
者等が一定数存在しており、個々のニーズに応じた担当者制によるきめ細かな支援を実施
＜今年度の取組＞
・専門窓口において、地域若者サポートステーションと月１回の連絡会議を実施し、対象者の誘導など支援体制を構築
・地域若者サポートステーション登録者に対して、コミュニケーション能力の向上などの支援や職場見学・職場体験による就労支援を実施し、
就職後にはメール等による状況確認を行い定着支援を全員に実施 （職場見学・職場体験実施件数 12月末現在100件）【③】
・高校生とその保護者を対象とした企業説明会の開催したほか、３月に県下関係機関と協働での就職面接会「かがわーくフェア」を開催。未
内定学生のほか就職活動期ではない学生のキャリア支援を目的とし、県内企業の理解を促進。
＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞
・引き続き、地域若者サポートステーションにおいては、個別の支援計画を作成し利用者の個別ニーズを踏まえたプログラムを実施するとと
もに、就職後の職場定着やステップアップに向けたフォローアップを実施
・県、労使団体等で構成される中高年世代活躍応援プロジェクトを活用した支援事業において、就職氷河期世代を含む中高年世代を対象とし
た企業説明会や企業向けの支援を実施
・新卒者等の県内就職の促進と学校生活のできる限り早期から職業意識形成支援をはじめ県内企業の魅力発信を支援するとともに、就職活動
に困難な課題を抱える学生等への支援や、就職後の職場定着を含めた総合的な支援を実施

第２ 企業の人材確保に向けた支援
５ 多様な人材の活躍促進

【②】中高年世代活躍応援イベント【①】専門窓口の取組実績（12月末現在）

令和６年度 令和７年度

チーム支援対象者正社員就職率 30.3％ 54.3％

セミナー開催実績 22回・162人参加 19回・111人参加

ミニ面接開催実績 ６回・62人参加 ７回・64人参加

【③】かがわ若者サポートステーション



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（１）民間企業における女性活躍促進のための支援

15

〇 労働者数301人以上の事業主に対し、男女の賃金の差異に係る情報公表等について、報告徴収等の実施により着実に履行確保

＜今年度の取組＞

・おおむね年に１回情報公表を行っていない企業を含めて、報告徴収を12月末までに27件実施したほか、電話督促を実施【①】

・改正女性活躍推進法及び女性の活躍推進企業データベース等を周知するため、令和８年２月16日に説明会を開催したほか、地方公共団体

の説明会等で周知し、利用勧奨【②】

・認定通知書交付式等により認定制度を周知し、女性活躍の機運を醸成【③】【④】

・報告徴収等で訪問する企業に対し、えるぼし認定を、より一段高い取組を行っている企業に対し、プラチナえるぼし認定を取得勧奨

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、報告徴収や情報公表の督促等の実施により、法の履行確保及び女性の活躍推進企業データベース等を周知し、利用勧奨

・香川県内初のプラチナえるぼし認定企業の誕生に向け、労働局長訪問等により候補企業の発掘及び取得勧奨

【①】男女の賃金の差異の公表状況及び
一般事業主行動計画の策定状況
（12月末現在）

第２ 企業の人材確保に向けた支援
６ 女性活躍推進に向けた取組促進等

企業規模
対象
企業数

届出
企業数 届出率

301人以上 111社 111社 100％

101人～300人 329社 328社 99.7％

100人以下 ― 186社 ー

【②】改正女性活躍推進法等説明会の様子 【④】えるぼし認定状況（全体）

企業規模 301人以上 300人未満

３段階目 10社 13社

２段階目 ５社 1社

合 計 15社 14社

【⑤】えるぼし新規認定状況

令和6年度 令和７年度
（1月末現在）

６社 5社

対象企業数 公表企業数 進捗率

111社
111社
・更新済み106社
・未更新5社

公表率
100.0％
更新率
95.5％

【③】認定交付式・対談の様子



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（２）マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援の実施
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〇 子育て中の女性等を対象とした専門窓口（マザーズコーナー）をしごとプラザ高松、ハローワーク丸亀に設置し、個々のニーズに応じた
就職支援を実施【①】

〇 地域の子育て支援拠点や関係機関と密接に連携して、潜在的求職者に対するアウトリーチ型支援を実施するとともに、ホームページや
SNSを活用した情報発信を強化し、利用者増加及び各種支援サービスを周知

＜今年度の取組＞

・様々な子育ての課題を抱えている求職者に対する、担当者制による就職までのきめ細やかな支援を実施【②】

・子育て中の就職活動をサポートする就職支援セミナーを実施

・地域の子育て支援拠点や関係機関へ出張相談を実施【③】

・「仕事と子育てが両立しやすい求人」の開拓の実施【④】

【就職件数（12月末現在）：552件】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、地域の子育て支援拠点や関係機関と連携し、アウトリーチ型支援の充実を図るとともに、ホームページやSNSを活用した情報
発信を強化し、利用者増加及び各種支援サービスを周知

【②】しごとプラザ高松マザーズコーナー

第２ 企業の人材確保に向けた支援
６ 女性活躍推進に向けた取組促進等

【③】多度津町出張相談【①】コーナーの様子 【④】「仕事と子育てが両立しやすい求人」の

開拓求人数（12月末現在）



第２ 企業の人材確保に向けた支援
７ 総合的なハラスメントの防止対策の推進

（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進

17

〇 各種ハラスメント（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント）について、職場
における防止対策が講じられるよう、法の履行確保を図り、働く環境改善を支援

〇 企業の理解・準備は着実に進み、各種ハラスメントに関する社会的認知も広がっているものの、労働相談において、相談件数は高止まり
【①】

〇 職場における各種ハラスメントの防止措置を講じていない事業主に対し厳正な指導を実施すること等による法の履行確保
また、顧客等からのカスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントなど、令和８年10月１日施行の改正法につ

いて、周知を行い、法の履行確保

＜今年度の取組＞

・相談端緒のハラスメント防止措置を講じていない企業等に対して、年間計画に基づき指導を実施【②】

・労使間の紛争について紛争解決援助の制度活用を促し、早期の紛争解決を支援【③】

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント等について、県内大学等の労働法制講義（4回）の中で、学生に対して説明

・令和７年６月11日公布の改正法について、外部主催を含めて各種説明会等での周知

・12月の「職場のハラスメント撲滅月間」の実施及び「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」の開催等を広報にて周知

【②】企業の指導件数 【③】紛争解決援助制度等件数【①】ハラスメントに関する相談件数

令和６年度
令和７年度

（12月末現在）

年間計画数 30件 34件

実績 52件 34件

進捗率 173.3％ 100.0％

令和６年度
令和７年度

（12月末現在）

セクシュアル
ハラスメント

60件 34件

妊娠・出産等
ハラスメント

26件 30件

パワー
ハラスメント

771件 567件

いじめ・
嫌がらせ

424件 309件

令和６年度
令和７年度

（12月末現在）

セクシュアル
ハラスメント

２件
（１件）

２件
（１件）

妊娠・出産等
ハラスメント

０件 ２件
（２件）

パワー
ハラスメント

23件
（２件）

19件
（２件）

いじめ・
嫌がらせ

１件
（０件）

8件
（０件）

※（ ）内は、調停の申請件数であり内数



第２ 企業の人材確保に向けた支援
７ 総合的なハラスメントの防止対策の推進

（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進

18

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・12月の「ハラスメント撲滅月間」に集中的な広報を実施し、ハラスメントのない職場づくりを推進【④】【⑤】

・引き続き法の履行確保に取り組むほか、改正労働施策総合推進法等について周知を実施

【⑥】カスハラ防止啓発ポスター（香川県との共同制作）【④】就活セクハラ防止啓発ポスター 【⑤】カスハラ防止啓発ポスター

18



19

〇 男女ともに仕事と育児・介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現するために、令和７年４月より段階的に施行された改正育児・介護
休業法及び次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」という。）の周知及び法の履行確保

〇 改正育介法や両立支援助成金等について、企業指導や説明会等のあらゆる機会を捉え、周知を実施

〇 「くるみん」等の次世代法に基づく認定制度の認知度を高め、認定取得促進を図る取組を実施

〇 令和７年４月から創設されている子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合に支給
する「出生後休業支援給付」及び２歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に支給する「育児時短就業給付」に
ついて周知を実施

＜今年度の取組＞

・年間計画に基づき計画的な調査を行い、法違反が認められた場合は是正指導等を実施 【①】

・改正育介法についてオンライン説明会を開催するとともに両立支援助成金（令和7年10月施行）について周知を実施【②】【③】

・次世代法に基づく認定制度について、積極的な取得勧奨および認定取得意欲企業へのフォローアップに取り組んだ結果、令和７年度は
「くるみん」認定企業として13社、「プラチナくるみん」認定企業として４社、「プラチナくるみんプラス」認定企業として１社を認定
（１月末現在）【④】【⑤】

・今年度から認定企業の認定通知書交付式とともに、局長と認定企業との公開対談を開始し、取組内容や工夫した点等を発信することで認
定制度の認知度アップ、認定企業のさらなる取組促進と県内企業への波及効果を期待【⑥】

・各種給付金について、事業主の手続き簡素化などに資するための香川局独自の必要書類チェックリストを作成しHPでの公開、窓口での配
布を実施【⑦】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・企業指導や説明会等のあらゆる機会を捉えた改正法周知及び法の履行確保の継続的な実施

・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定・届出等義務企業への働きかけの実施による法の履行確保【⑧】

・認定企業の増加促進のための積極的な認定通知書交付式の開催や局長企業訪問による認定企業事例等の広範な周知の実施

・引き続き各種給付金について、事業主及び労働者に対して、局・所が一体となって丁寧な情報発信・周知を展開

第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等

（１）仕事と育児・介護の両立支援

第２ 企業の人材確保に向けた支援
８ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・

バランスの促進



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等

（１）仕事と育児・介護の両立支援
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第２ 企業の人材確保に向けた支援
８ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・

バランスの促進

【⑧】次世代法に基づく一般事業主行動計画
策定届出企業数（１月末現在）

【⑥】認定通知書交付式や局長との対談の様子

【③】両立支援等助成金申請件数【①】企業への育介法指導件数

令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

年間計画数 40件 81件

実績 41件 81件

【②】両立支援等助成金（令和7年10月施行）

【④】次世代法認定状況（全体）

くるみん プラチナくるみん

合計 67社
14社

（うち３社はプラス認定）

【⑦】香川労働局独自リーフレット

コース名

件数

令和６年度
令和６年度
１月末現在

令和７年度
１月末現在

出生時両立支援コース 37件 32件 30件

介護離職防止支援コース 15件 14件 ６件

育児休業等支援コース 101件 85件 72件

育休中等業務代替支援コース ２件 ２件 26件

柔軟な働き方選択制度等支援コース
（令和６年10月１日新設）

２件 ２件 10件

不妊治療及び女性の健康課題対応両立
支援コース（令和７年４月１日新設）

― ― １件

令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

くるみん ６社 13社

プラチナくるみん ２社 ４社

プラチナくるみんプラス ０社 １社

【⑤】次世代法認定状況

対象企業数 届出企業数 届出率

301人以上 111社 110社 99.0％

101人以上300人以下 330社 322社 97.5％

100人以下 ー 515社 ー



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等

（２）多様な働き方に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進
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〇 人材確保等支援助成金（テレワークコース）の相談・申請があった企業等に対し、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガ
イドライン」に沿った助言や、テレワーク相談センター及びセミナーの案内、様々な機会を捉えての施策の周知などの支援を実施

〇 年次有給休暇を取得しやすい時季に集中的な広報を行う等により、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底、計画的付与制度及び時間単
位年次有給休暇の導入促進、選択的週休３日制度等の情報提供を実施

＜今年度の取組＞

・ 令和7年11月に地域情報化アドバイザー四国会議にて、人材確保支援助成金（テレワークコース）について説明【①】

・働き方・休み方改善コンサルタントの事業場訪問時に、テレワークの導入支援を実施し、人材確保支援助成金（テレワークコース）の活
用を勧奨【②】

・年次有給休暇の取得促進について、周知用ポスター及びリーフレットを活用し、地方公共団体及び関係団体へ周知を依頼【③】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、局、署所が一体となり、労働局の支援策にかかる広報を展開

【①】地域情報化アドバイザー四国会議

第２ 企業の人材確保に向けた支援
８ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・

バランスの促進

【④】有給休暇取得促進リーフレット

【③】行政機関及び各種事業者団体等への周知依頼件数

令和７年度
（１月末現在）

リーフレット送付件数 93件

令和６年度
令和６年度
（１月末現在）

令和７年度
（1月末現在）

訪問支援実施件数 130件 107件 100件

令和７年度 春季バージョン
香川労働局オリジナル

【②】働き方・休み方改善コンサルタントの活動状況



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（１）長時間労働の抑制

22

〇 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えてい
ると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導の実施

〇 中小企業等の事業場に対する支援として、各労働基準監督署の「労働時間相談・支援班」による訪問支援の実施

〇 令和６年度適用開始業務等（建設業、自動車運転者、医師）に対する「時間外労働の上限規制に関する説明会」の開催

＜今年度の取組＞

・各種情報から長時間労働が疑われる事業場に対し、重点的な監督指導を実施するとともに、中小企業等の事業場に対する支援として、各
労働基準監督署の「労働時間相談・支援班」による訪問支援を実施【①】

・11月の「過労死等防止啓発月間」に合わせて、局長によるベストプラクティス企業等の過重労働解消キャンペーンを実施【②】【③】

・令和６年度適用開始業務等に対する労働時間等説明会を11～１月に５回（建設業２回、自動車運転者２回、医師１回）実施

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間
を超えていると考えられる事業場等に対して、監督指導を実施

・引き続き、中小企業等の事業場に対する支援として、各労働基準監督署の「労働時間相談・支援班」による訪問支援等を実施

【②】ベストプラクティス企業への局長訪問

第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【①】長時間労働が疑われる事業場に対する監督件数及び
訪問支援の状況（本年度は１月末現在）

【③】香川県経営者協会への要請の様子
香川労働局長がベストプラクティス企業として
「  化学 業 式会社 間 場」を訪問  

香川労働局長（ 住  一 ）は、  月の「  労働解 キャン ーン 」の一環として、長時間労働

  等に向けて  的に取り組んでいる企業 （ベストプラクティス企業 ）を訪問し、取組内容の説明を受

けるとともに、  内容を く 介することで、働きやすい労働環境の整備に めています  

今回は、    年  月  日（ ）に、  市長、 式会社  四 行 取と合同で  化学 業  式

会社 間 場を訪問しました 

【ベストプラクティス企業概要】

  化学 業 式会社 間 場
・ 社所在地： 大阪 大阪市中  今 四丁目４ ７ 
・所在地 ： 香川県三豊市 間町香    地
・創 業 ：     年
・業 種 ： 建材・化成 ・セラミックス事業
・ 業員数 ：    人（令和７年４月末現在）

  による製 検査の説明を受けている様子 意見交換を行っている様子

【労働局長】
三豊市の 下市長 、（ ）  四 行の 

 取とともに大 意義のある訪問をさせてい
ただきました。  活用により業務効率化と労
働時間の  につながったこと 、   グルー
プによる効率化の取組と現場との 離が近く
なったことが え 、労働時間  、働き方改
革、生産性向上や女性活躍推など 、 んな 
 が じられる事例でした 。更なる生産性向
上の取組に期待するとともに 、香川県で重要
な女性活躍推進のモデルケースとして 張っ
ていただきたいです。

 から

三豊市長 下様

 島化学工業 式会社
   グループ長 原様

 島化学工業 式会社
 務取締役相川様

香川労働局長 住

 島化学工業 式会社
   グループ 様

 式会社  四 行 取 様

【   グループの声】
当初は、作業現場のことがわからず、現場に合ったものが作れな

いのではという不安がありましたが 、現場に足を運 とともに、現
場作業の実 を教えてもらい 、現場の声を きながら   による製
 検査システムを制作しました。現場で実 に検査されている方か
ら「 になった」と実 いただいていることが一  しいです 。
最近では現場の方から    により効率化してほしい業務を提案い

ただけるようになり、現場の方に頼ってもらえるようになったのか
なと しく じています。
今後も  活用により労働時間  ・生産性向上を図り現場の方

に んでもらいたいです。

【製造現場の声】
当初は、  アレル ーもあり、

わからないこと かりでしたが 、
   グループからの丁寧な提案 ・
説明があり 、業務効率化につな
がっていると じています 。使っ
てみて利 性の高さを実 してお
り、今では現場から  で効率化し
たい業務を提案するなど 、頼りに
しています。

意見交換

令和６年度 令和７年度

訪問支援の実施件数 128件 151件

181 191
91 9055 48

0

200

400

令和６年度 令和７年度

長時間労働が疑われる事業場に対する監督件数

違法な時間外労働があったもの

80時間を超える違法な時間外・休日労働があったもの



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等

（２）労働条件の確保・改善対策

23

〇 基 的労働条件の枠組み及び管理体制の確立・定着のため、監督指導等により労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大・
悪質な事案に対して司法処分を含め厳正に対処

〇 技能実習生及び特定技能外国人等の外国人労働者を使用する事業場について、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して重点
的に監督指導を実施し違反が認められた場合には出入国在留管理局等への通報を行うとともに、重大・悪質な事案に対して司法処分を含
め厳正に対処

〇 自動車運転者について、違法な長時間労働等が疑われる事業場に対して的確に監督指導を実施し、運行管理に関する重大な違反の疑い
が認められた場合には、地方運輸機関への通報を実施

＜今年度の取組＞

・基 的労働条件の枠組み及び管理体制の確立・定着のため、定期監督及び申告監督を実施するとともに、重大・悪質な事案に対して司
法処分を実施【①】【②】

・四国地域の国、県の関係機関等による「技能実習法に係る四国地 地域協議会を７月３日に開催するとともに、技能実習生及び特定技
能外国人等に係る労働基準関係法令違反について出入国在留管理局等へ通報を実施【③】

・自動車運転者を雇用する事業場に対して監督指導を実施し、運行管理に関する重大な違反の疑いがあるもの等について地方運輸機関へ
通報を実施【④】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、申告監督、労働者からの相談・情報に基づく監督を優先して実施するとともに、重大・悪質な事案に対して、司法処分を含
め厳正に対処

【①】定期監督及び申告監督の実績

第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【③】出入国在留管理局等への通報等（１月末現在）

【②】 大・悪質な事案に対する司法処分

令和６年度 令和７年度（1月末現在）

定期監督実施件数 1,132件 767件

申告監督実施件数 199件 161件

令和６年度 令和７年度（1月末現在）

労働基準法・最低賃金法に係る送検件数 ０件 ４件

労働安全衛生法に係る送検件数 ４件 10件

出入国在留管理局等への通報件数 26件

出入国在留管理局等からの通報に基づき調査し、回報した件数 42件

【④】四国（香川）運輸（支）局への通報等（１月末現在）

四国（香川）運輸（支）局への通報件数 10件

四国（香川）運輸（支）局からの通報に基づき調査し、
回報した件数

１件



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
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〇 香川労働局第14次労働災害防止計画に基づく災害防止対策等の取組について周知を実施【①】【②】

〇 安全衛生対策に取り組むことが経営や人材確保の観点からもプラスとなることを含め、事業者が自発的に安全衛生対策に取り組む必要性
や意義等について周知啓発を実施

＜今年度の取組＞

・６月に各労働基準監督署で開催した全国安全週間周知会（県内７か所）での周知を実施

・７月に開催した香川産業安全衛生大会（参加者約450名）において周知を行うとともに、積極的に安全衛生対策に取り組む事業場（４事
業場）に対して表彰を行い、事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むことへの周知啓発を実施【③】

・各種説明会において周知を実施

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・６月に署において全国安全週間周知会を開催

・７月に災害防止団体と連携した香川産業安全衛生大会を開催し、安全衛生対策に取り組む事業場の表彰を実施

・引き続き、局・署においてあらゆる機会を通じて周知啓発

【①】香川労働局第14次労働災害防止計画の概要

第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【③】７月３日開催の香川産業

安全衛生大会の様子計画の期間

令和５年（2023年）４月１日～

令和10年（2028年）３月31日

８つの 点事項

令和６年 令和７年

業種 死傷者数 コロナ 死傷者数 コロナ

製造業 344（3） 0 324（5） 0

建設業 130（2） 0 131（3） 0

運輸交通業 169（1） 0 184（0） 0

商業 158（0） 0 181（1） 0

保健衛生業 122（0） 253 121（1） 67

全産業 1191（10） 253 1193（11） 67

注１：死傷者数は新型コロナウイルス感染症のり患によるものを除いたもの
注２：（ ）内は死亡者数で、死傷者数の内数
注３：赤文字は新型コロナウイルス感染症のり患により被災した労働者数で外数

【②】香川県内の業種別労働災害発生状況（１月末現在）



（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
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第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【①】年代別労働災害発生状況（１月末現在）

令和６年 令和７年

全災害
うち
転倒

うち
動作の
反動等

全災害
うち
転倒

うち
動作の
反動等

20歳未満 19 3 3 25 1 2
20歳～29歳 156 20 24 159 23 14
30歳～39歳 149 16 37 137 14 21
40歳～49歳 217 36 33 217 36 26
50歳～59歳 322 88 45 311 80 31
60歳～69歳 223 92 25 241 88 21
70歳以上 105 47 9 103 51 7

合計 1191 302 176 1193 293 122

【②】12月10日実施の安全衛生パトロールの様子

注：死傷者数は新型コロナウイルス感染症のり患によるものを除いたもの

〇 小売業や介護施設を中心に増加傾向にある「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、労働者の作業行動に起因する労働災
害（行動災害）の労働災害防止対策について、協議会の設置・運営、自主的な安全衛生活動の導入を支援する取組【①】

〇 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）及び「エイジフレンドリー補助金」の周知

〇 業種別（製造業、建設業、陸上貨物運送業）の労働災害防止対策の周知・指導の実施

＜今年度の取組＞

・９月に香川県小売業＋safe協議会を、10月に香川県社会福祉業＋safe協議会をそれぞれ開催し、２月に介護施設向けの研修会を開催

・高年齢労働者の労働災害の増加を踏まえ、高年齢労働者及び業種別の労働災害防止対策として、局、署で実施する各種説明会、監督指
導・個別指導等において安全衛生対策及び改正労働安全衛生法等の周知・指導を実施

・12月に年末年始ゼロ災香川推進運動を展開し、局長と香川県知事による建設現場の安全衛生パトロールを実施【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・＋safe協議会の開催及び活性化

・引き続き、改正労働安全衛生法等を踏まえた高年齢労働者及び業種別の労働災害防止対策の周知・指導の実施

・年末年始ゼロ災香川推進運動の展開



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
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〇 長時間労働者に対する医師による面接指導やストレスチェック制度をはじめとするメンタルヘルス対策の指導の実施

〇 産業保健活動の推進のため、香川産業保健総合支援センターが行う研修会や個別支援の利用勧奨の実施

〇 治療と仕事の両立支援に関するガイドラインの周知啓発、香川県地域両立支援推進チームにおける関係者との連携強化、両立支援コー
ディネーター養成研修の周知・受講勧奨

＜今年度の取組＞

・全国労働衛生週間の準備月間である９月に各労働基準監督署において開催する説明会（県内７か所）において、メンタルヘルス対策、過
重労働対策等の周知を図るとともに、香川産業保健総合支援センターと連携しての同センターの利用勧奨、両立支援コーディネーター養成
研修の周知・受講勧奨の実施

・10月に香川産業保健総合支援センターと連携した香川健康づくり推進セミナーを開催【①】

・12月に治療と仕事の両立支援を推進するための香川県地域両立支援推進チームの連絡会を開催【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・９月に各署において開催する全国労働衛生週間説明会において、各種労働衛生関係に係る対策等を周知

・10月に香川産業保健総合支援センターと連携した香川健康づくり推進セミナーを開催

・治療と仕事の両立支援を推進するための香川県地域両立支援推進チームの連絡会を開催

【②】12月10日開催の香川県地域両立支援

推進チーム連絡会の様子

第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【①】10月２日開催の香川健康づくり推進セミナーの様子

（講演会場の様子） （体験コーナーの様子） （展示コーナーの様子）
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〇 化学物質の自律的管理について、円滑な実施のための周知・指導の実施

〇 建築物等の解体・改修作業における石綿 く露を防止するため、石綿 く露防止措置の周知・徹底

＜今年度の取組＞

・各種説明会、監督指導・個別指導において、リーフレットを活用した周知・指導の実施

・局において化学物質対策及び石綿 く露対策に関する自主点検を実施、自主点検結果に基づいた指導を署において実施

・署において、香川県及び高松市と連携し、建設リサイクル法に基づくパトロールを６月と10月に実施

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・今年度に実施した化学物質対策に関する自主点検を、業種を 更して実施

・引き続き、香川県及び高松市と連携し、建設リサイクル法に基づくパトロールを実施

・引き続き、各種説明会、監督指導・個別指導において周知・指導の実施

第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【①】化学物質の自律的管理に関するリーフレット 【②】化学物質の皮膚等障害防止のリーフレット 【③】 作物石綿事前調査者のリーフレット



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（４）労災保険給付の迅速・適正な処理

〇 労災保険給付の請求について、標準処理期間内に完結するよう迅速な事務処理を行うとともに、適正に認定

〇 特に社会的関心が高い過労死等事案をはじめとする複雑困難事案について、認定基準等に基づき、迅速・適正な事務処理を一層推進

〇 労災保険の窓口業務について、引き続き相談者等に対する丁寧な説明や請求人に対する処理状況の連絡等の実施を徹底

＜今年度の取組＞

・過労死等事案、新型コロナウイルス 染症の請求事案について、認定基準に基づき適切に認定【①】【②】
＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・過労死等事案については、組織的な対応を徹底し、認定基準の適切な運用により、的確な労災認定を実施

・引き続き、業務に起因して新型コロナウイルスに 染した場合は、労災保険給付の対象となることについて、周知の取り組み

第２ 企業の人材確保に向けた支援
９ 安全で健康に働くことができる環境づくり

【①】 労死等事案の労災請求及び決定件数 【②】 労死等事案の請求件数の多い業種（令和４年度～令和７年12月末）

脳・心臓疾患

精 障害

業種 （大分類）
請求
件数

１ 運輸業、 郵 業 ５

２ 建設業 ２

業種 （大分類）
請求
件数

１ 医療、福祉 13

２ 卸売業、小売業 ９
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令和４年度 令和５年度 令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

請
求

支
給
決
定

不
支
給
決
定

請
求

支
給
決
定

不
支
給
決
定

請
求

支
給
決
定

不
支
給
決
定

請
求

支
給
決
定

不
支
給
決
定

脳・心臓
疾患

１ １ ０ ３ １ ０ ３ １ １ 7 ２ 2

精 障害 ９ １ ６ 17 ６ ５ 23 12 ８ 18 ５ 10



第２ 企業の人材確保に向けた支援
1 0 フリーランス等の就業環境の整備

（１）フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

29

〇 令和６年11月１日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法について、フリーランスが安心して働ける環境を整備する必要
があるため、ハラスメント防止措置などの就業環境整備を行っていない事業主に対し、調査・是正指導等により法の履行確保

〇 フリーランスから、委託事業者等との取引上のトラブルについて相談を受けた場合は、弁護士にワンストップで相談できる窓口「フ
リーランス・トラブル110 」を案内【①】

＜今年度の取組＞

・フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知を図るとともに、年間計画に基づき、計画的な調査を行い、法違反を認めた場合は、

是正指導等を実施 【②】

・他法の報告徴収時において、フリーランスとの取引実績の有無を把握し、法制度について説明

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・フリーランスから法違反に関する申出があった場合には、遅滞なく申出内容を 取し、委託事業者等に対する調査・是正指導等により
履行確保
・相談や問合せの内容に応じて、労働局所管の事案には適切に対応するとともに、他の行政機関等が所管する事案については、取次ぎを
実施【③】

0120-532-110
(受付時間9：30～16：30 土日祝日を除く)

フリーランスが発注事業者等との取引上のトラブルなど
がある場合に弁護士にワンストップで相談できる窓口

【公正取引委員会・中小企業庁】

・取引条件の明示義務（３条）

・期日における報酬支払義務（４条）

・受領拒否・報酬の 額等の行為の禁止（５条）

・報復行為の禁止（６条３項）

【厚生労働省】

・募集情報の的確表示義務（12条）

・育児介護等と業務の両立に対する配慮義務（13条）

・ハラスメント対策に係る体制整備義務（14条）

・中途解除等の事前予告・理由開示義務（16条）

・報復行為の禁止（17条３項）

【①】フリーランス・トラブル110番 【③】法違反行為への対応・申出先行政機関

令和６年度
令和７年度

（12月末現在）

年間計画数 ５件 50件

実績 ５件 43件

進捗率 100.0％ 86.0％

【②】企業への指導件数



１ 事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援の強化
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〇 香川県内における生産性の向上、適切な 格転嫁等を通じた賃上げ等の気運を醸成するため地方版政労使会議である「香川働き方改革推
進会議」を開催

〇 生産性向上、正規雇用と非正規雇用の間の公正な待遇の確保、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の賃上げを支援するた
め、業務改善助成金を含めた「賃上げ」支援助成金パッケージについて周知

〇 「香川働き方改革推進支援センター」のワンストップ窓口において生産性向上に取り組む事業者等に対する支援を実施【②】

＜今年度の取組＞

・令和８年１月に「賃金引上げに向けた取組」を全国統一のメインテーマとし、「賃金全体平均の向上を目指した女性活躍推進」を香川独
自のサブテーマとして知事出席のもと地方版政労使会議である「香川働き方改革推進会議」を開催【①】

・賃上げの支援策について、各種助成金のほか、中小企業庁や日 政策金融公庫の支援も盛り込んだリーフレットにより周知

・ 「香川働き方改革推進支援センター」によるきめ細かな支援を実施【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、局、署所が一体となり、関係機関や団体とも連携しつつ、「賃上げ」に向けた機運の醸成を図るとともに当該パッケージにか
かる広報を展開し助成金制度の活用を促進

第３ 賃金の引上げに向けた支援

【③】主な助成金の申請件数

【①】「香川働き方改革推進会議」の様子

令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

業務改善助成金 332件 419件

働き方改革推進支援助成金 86件 50件

キャリアアップ助成金 502件 719件

【②】香川働き方改革推進支援センターＨＰ



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等２ 最低賃金制度の適切な運営
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〇 香川地方最低賃金審議会の円滑な運営

〇 改定された香川県最低賃金の周知及び履行確保

＜今年度の取組＞

・特定最低賃金（産業別最低賃金）の４業種（冷食、機械、船舶、電気）のうち、機械、船舶、電気の３業種については改正が行われ、

機械は12月15日から、船舶、電気は１2月2８日から発効したが、冷食は、今年度も改正諮問がなく、令和３年度改定の特定最低賃

金額が香川県最低賃金額を下回っており、10月18日から香川県最低賃金額が適用

・改正された香川県最低賃金及び特定最低賃金の履行確保のため、最低賃金の改正について当局ホームページにて周知するとともに、

香川県及び県内の市町の広報誌への掲載依頼、各種団体等にポスター及びリーフレットを送付して周知広報依頼

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

• 最低賃金の改正に向けた香川地方最低賃金審議会の円滑な運営

• 改定された香川県最低賃金の周知及び履行確保

第３ 賃金の引上げに向けた支援

【①】周知用リーフレット 【②】 局ホーム ージ 【③】周知 報の実績

県最賃 特定最賃

ホームページ掲載 県、10市町 県、７市町

広報誌掲載
（掲載予定含む）

県、全市町 ５市町

周知 報依頼件数（機関・団体等） 資料送付件数

393件 393件



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等３ 同一労働同一賃金の遵守の徹底
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〇 同一労働同一賃金の履行を確保するため、効率的な報告徴収を行い、実効性のある是正指導を実施

〇 男女の賃金の差異の公表義務が拡大された改正女性活躍推進法の周知を図るとともに、支援策の周知を行うことにより企業の自主的な取
組を促進

＜今年度の取組＞

・労働基準監督署において同一労働同一賃金に係るチェックリストを回収し、労働局においては、主にチェックリストの内容から問題があ
る可能性が高い企業について報告徴収の対象とし、効率的な是正指導を実施【①】

・あらゆる機会を通じ、キャリアアップ助成金等の支援策について積極的な周知を実施【②】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・追加の対応として労働基準監督署との連携により集団指導を行い、同一労働同一賃金に係る説明を実施

・引き続き同一労働同一賃金に係るチェックリストを活用して報告徴収を実施し、あらゆる機会にキャリアアップ助成金等を周知

【②】キャリアアップ助成金（新コース）

第３ 賃金の引上げに向けた支援

【①】パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収の実績（1月末現在）

実施事業場 法違反等の内容 助言件数

実施事業場数
128事業場
情報入手件数
301件

労働条件の文書交付に関するもの 40件

不合理な待遇の禁止に関するもの 16件

通 の労働者への転換 35件

措置内容の説明に関するもの 36件

相談のための体制整備 26件

事業主に対する援助 108件

※無料のコンサルティングの利用を希望したいと申出のあった企業情報を

香川働き方改革推進支援センターへ情報提供（1月末現在４件）



第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等４ 賃上げの原資確保に向けた取組
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〇 「 格転嫁の円滑化に関する協定」を締結した県内関係機関とともに、 格転嫁の円滑化に関する支援情報等や取引上の悩み等の相談窓
口の周知及び労務費、原材料費、エネル ーコスト等の上昇分を適切に 格転嫁することについての機運の醸成の推進【①】

〇 中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう「パートナーシップによる  創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づく、最低賃
金・賃金引上げに向けた環境整備等の取組

＜今年度の取組＞

・監督指導において、「労務費の適切な転嫁のための 格交渉に関する指針」等のリーフレットを配付し、相談窓口等を周知【②】

・「買いたたき」等の存在を確認するため、監督指導において、賃金の引き上げの意向を持たない中小受託事業者等を把握した 、確認
シートを配付【③】

＜今後の取組（来年度に向けた方針） ＞

・引き続き、監督指導や労働時間等説明会において、「労務費の適切な転嫁のための 格交渉に関する指針」及び相談窓口等の周知を行う
とともに、中小受諾事業者等に「買いたたき」等に関する存在の確認を実施

【②】関係リーフレット

第３ 賃金の引上げに向けた支援

【③】買いたたき等に係る確認シート配付
状況

【①】価格転嫁の円滑化に関する協定

令和６年度
令和７年度
（１月末現在）

確認シート
配付件数 110件 125件
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